
　新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険・介護保険加入世帯の生計を主として維持する方の収
入に相当の減少があった場合などに、国民健康保険税と介護保険料の減免申請を受け付けます。
　令和3年度の納税・保険料通知書が届いてから申請してください。
■対象となる保険税・保険料　令和2年度随期・令和3年度第1期～第8期（納期限が令和3年4月1日から令和4
年3月31日までのもの）
■対　象　国民健康保険加入世帯と65歳以上の介護保険加入者で次の①、②のどちらかを満たす世帯
　①　新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
　②　新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入等（※1）が前年と比べて

30％以上減少することが見込まれ、かつ一定の条件（※2）を満たす世帯
　※1　事業収入等とは、事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のことです。
　※2　町のホームページで一定の条件(所得要件)や詳しい申請方法を確認して

いただくか、住民福祉課医療年金係・健康介護課介護保険係まで問い合わせ
てください。

■申請・問い合わせ先　▽　住民福祉課医療年金係　（48）1111（内1116・1117・1118・1119・1120）
　　　　　　　　　　　▽　健康介護課介護保険係　（48）1111（内1125・1126・1131）
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

国民健康保険税・介護保険料の減免申請国民健康保険税・介護保険料の減免申請

7.エネルギーをみんなに　そしてクリーンに
全ての人の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保するＳＤＧｓ17の目標

　全ての人が犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生につ
いて理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて犯罪や非行のな
い明るい社会を築こうとする全国的な運動です。毎年7月を強化
月間として啓発活動を行っています。今年で71回目を迎えます。

　立ち直りを支えることができる家庭や地域をつくるには、一部
の人たちだけでなく、地域の全ての人たちがそれぞれの立場で関
わる必要があります。犯罪や非行のない地域をつくるために、一人
一人が考え、積極的に運動に参加してください。

■日　時　7月10日（土）　午前9時30分～午前11時50分（終了予定）
■場　所　アグピアホール（中央公民館多目的ホール）
■内　容　▽　「社会を明るくする運動大会」　習字・標語優秀作品表彰
　　　　　▽　「安全安心町民大会」　　　　 半田警察署員による講話・歩行者優先のまち宣言
　　　　　▽　「青少年健全育成推進大会」　 児童・生徒の意見発表〔主題「家庭や地域で今、思うこと」〕
　　　　　▽　大会宣言、合同パレードほか
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、列席者を限定して開催する予定です。列席者の方には、後日ご案内
します。なお、今後の感染状況によっては大会の内容を変更する場合があります。
■大会についての問い合わせ先　（48）1111　▽　住民福祉課社会福祉係　（内1121）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽　防災交通課交通係　　　（内1209）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽　社会教育課社会教育係　（内1229）

地域のチカラが犯罪や非行を防ぐ

阿久比町社会を明るくする運動大会・安全安心町民大会
・青少年健全育成推進大会を合同開催します

社会を明るくする運動とは

犯罪・非行のない地域をつくろう

第71回　社会を明るくする運動

阿久比町社会を明るくする運動大会・安全安心町民大会
・青少年健全育成推進大会を合同開催します
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